
 

 

指名競争入札における 1 者入札の取扱いについて（解除） 

 

　宿毛市において、令和元年 8 月 15 日以降に指名通知を行う土木工事について、入

札者が 1 者の場合に当該入札を有効とする取扱いを行っていましたが、令和 4 年度

をもって、同取り扱いを解除します。 

　今後は、他の指名競争入札同様、入札者が 1 者の場合には当該入札は成立しない

こととします。 

 

　１　対象事業　指名競争入札で令和 5 年 4 月 1 日以降に指名通知を行う土木工事


